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令和３年経済センサス－活動調査の実施について 

 

１ 調査名称 

令和３年経済センサス－活動調査 

    

２ 調査期日 

令和３年６月１日 

 

３ 調査目的 

全産業分野の売上（収入）金額や費用などの経理項目を同一時点で網羅的に把握し、

我が国における事業所・企業の経済活動を全国的及び地域別に明らかにするとともに、

事業所及び企業を対象とした各種統計調査の母集団情報を得ることを目的とする。 

 

４ 調査主体 

総務省・経済産業省 

 

５ 調査体系 

（１）甲調査 

   国、地方公共団体の事業所を除く事業所を対象とする調査 

（２）乙調査 

   国、地方公共団体の事業所を対象とする調査 

 

６ 甲調査の概要 

（１）調査対象 

   全国すべての事業所及び企業が対象 

（個人経営の農林漁業、家事サービス業、外国公務の事業所を除く） 

   世田谷区 約 43,000事業所 

①調査員調査 

   単独事業所（純粋持株会社及び資本金１億円以上等を除く）及び新設事業所等 

②直轄調査 

   支所を有する企業及び単独事業所（純粋持株会社及び資本金１億円以上等）等 

（２）調査方法 

①調査員調査 

   担当する調査区内の全ての事業所の活動状態を把握した上で、調査員調査対象事業

所に対し、調査票を配布する。 

   新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、インターネットによる回答または郵



送による回収を原則とする。 

②直轄調査 

国が業務を委託した民間事業者が、本社一括回答する際の報告者である本所事業所、

特定の単独事業所（純粋持株会社及び資本金 1億円以上等）及び外国の会社の事業所

等に対し、調査票を直接郵送し、インターネットによる回答または郵送で回収する。 

（３）主な調査項目 

①産業共通の基本的事項 

 名称、所在地、開設時期、従業者数、主な事業の内容、経営組織、売上金額等 

②産業別の特性事項 

・製造業：原材料、燃料、電力の使用額、製造品出荷額、在庫額、作業工程等 

・卸売業、小売業：年間商品販売額、商品手持額、売場面積、営業時間、店舗形態等 

     など 

（４）調査規模（世田谷区） 

 

 

 

 

（５）周知方法 

区のお知らせ、区ホームページ、エフエム世田谷、デジタルサイネージ、産業団体会 

報誌へ記事掲載、リーフレットの配布、ポスター掲示（区施設、区広報板、世田谷線、 

区内信用金庫、農協など） 

 

７ 乙調査の概要 

（１）調査対象 

   区の事業所すべてが対象 

（本庁、総合支所、出張所・まちづくりセンター、小・中学校、幼稚園、児童館、新

ＢＯＰ、保育園、図書館等） 

国及び都の事業所は、国及び都が直接調査を行う。 

（２）主な調査項目 

   事業所の名称、電話番号、所在地、職員数、主な事業の内容等 

 

８ 今後の予定 

令和３年５月中旬 活動状態の確認 

    ５月下旬 調査票の配布 

    ６月８日 回答期限 

令和４年５月末  速報集計の公表 

令和５年６月まで 確報集計の順次公表 

調査区 調査対象事業所 調査員 

５００調査区 約４３，０００事業所 

（調査員調査：約２９，０００） 

３５０名程度 

 






